
令和 2年 6月 22日  

学生、教員 各位  

福島学院大学 

学 長 桜田 葉子  

 

面接授業全面再開のガイドライン【６月２２日以降】 

 

1. 大学全体: 一般的な感染予防策(接触・飛沫感染防止策)の徹底   
                
① 十分な対人距離の確保  

② 水と石けんによる手洗いの徹底  

③     施設内の手指の消毒設備の設置 ・マスクの着用(教 員、学生    場

者に対する周知)  

④ 施設の換気(実験 の性質も考慮しつつ、換気設備を適切に運転する、2 つの を 

 に けるな )  

⑤ 施設(    ・         )の消毒 ・症状(発熱や風邪症状 )のある方の 

場制限 (  の   実施、     の    、 人  の  に十分  

しな   場者 の名簿を適正に管理)    、学生、教員          ス

 の      る状    あ  場合、連絡直後  の経緯を詳細に  し、

  な  発生し 場合の保  な  の協力 制を準備します。  

 

  の大学  の      に   、学生 よ 教員 の        の   す。  

 

2. 学  のガイドライン 
                                                          
①   、   に    を   クし  し    い。  

② 発熱な      認め   と    を控     い。  

③ 未  の場合 、  宮代キャ パス学生支援課ま  駅 キャ パス事務室  

 をし発熱な の     ないことを確認し   、教室に るようにし    い。 

④ 大学施設( 舎)、教室に る の     消毒を徹底し    い。  

⑤ 教室内 の社会 距離(   ャ ・  ス  ス)の確保に  し い   い。(なる

べ 隣 合 せま  対 に座 ない    い。)  

⑥ 学生  の教  や  用 の し    力控     い。  

⑦     、    、  、   な    と に 社会 距離(   ャ ・  ス

  ス)を確保し    い。 



⑧ キ    や   な の直   し    、消毒 な  各   を徹底し  

  い。  

⑨   し 会 を け    い。  

⑩   マスクを着用し    い。  

⑪ こまめな手洗いを  け    い。  

 

 線項目につい  、特に徹底するようにし    い。   なこと、  なことについ 

    、  後に学生支援課に連絡することとし    い。  

 

※   、  後に     確認   場合   の  とします。 

 ・  学生支援課に連絡し、     を つ 員の指 に      い。  

→  分 判断しないこと 

・        ス  の い、  に PCR    陽性と判断   場合 、 該 学生

     と せ 、学長の判断の    停止 とします。 ・        ス の  に

よる   あ  場合、課   や  の  な   授業週の確保を行います。  

 

3.    のガイドライン   
                                               

① 大学  の   止      をし   と確認し    い。  

② 緊急事態宣言  発    場合、大学  の支 を待  遠隔授業 に切 替 

    い。  

③   、   に    を   クし  し    い。 

④ 発熱な      認め   と    しない→速や に  手続 をと 、  

 の※の  対 し    い。 

⑤ 大学施設( 舎)、教室に る の     消毒を徹底し    い。  

⑥ 教室内  学生との社会 距離(   ャ ・  ス  ス)を確保し、なるべ 対  

会 しないこととし    い。 

⑦   控 室 も社会 距離(   ャ ・  ス  ス)を確保し、対  会 しないこ

ととし    い。 

⑧   し 会 を け    い。  

⑨   マスクを着用し    い。  

⑩ こまめな手洗いを  け    い。  

⑪ 緊急事態宣言や   大に対する   再度発    場合、大学の BCP(事業

継続計画)に沿  対 することとします。 

 線項目につい  、特に徹底し    い。  



 

※   、  後、授業 に     確認   場合   の  とします。  

・速や に教務課に連絡し、     を つ 員の指 に      い。  

・ 該教員、ま  連絡を け     を する 員 、授業実施学 の学 長、ま 

 学   、 者   の場合 学生  に、 該教員 発熱な     を    

め、授業を 断し ことを連絡し    い。  

 

 

 

 

   

夜間の不要不急の外出については、自衛の観点からも自粛していただきます。 


